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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂に固体潤滑剤としてＰＴＦＥと吸油性を有する無機化合物とを含有させた摺動
用樹脂組成物において、
　前記合成樹脂には、前記ＰＴＦＥを粒状で分散させ、
　前記ＰＴＦＥの粒表面には、前記吸油性を有する無機化合物を埋収させ、
　前記吸油性を有する無機化合物は、吸油量が１５０ｍｌ／１００ｇ以上の多孔質構造体
であり、その成分としてリン酸カルシウム、リン酸バリウム、リン酸マグネシウム、リン
酸リチウム、第三リン酸リチウム、第三リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム又は無
水物、リン酸水素マグネシウム又は無水物、ピロリン酸リチウム、ピロリン酸カルシウム
、ピロリン酸マグネシウム、メタリン酸リチウム、メタリン酸カルシウム、メタリン酸マ
グネシウム、炭酸リチウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸ストロンチウム、
炭酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機化合物のうちいずれか一種以上、
若しくはそれらの複合体であることを特徴とする摺動用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記ＰＴＦＥの粒表面における前記吸油性を有する無機化合物の面積率は、５～３０％
の範囲であることを特徴とする請求項１記載の摺動用樹脂組成物。
【請求項３】
　前記吸油性を有する無機化合物の平均粒径は、前記ＰＴＦＥの平均粒径の１／３以下で
あることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の摺動用樹脂組成物。
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【請求項４】
　前記合成樹脂には、さらに前記固体潤滑剤として二硫化モリブデン、二硫化タングステ
ン、黒鉛のいずれか一種以上を含有させることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいず
れかに記載の摺動用樹脂組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂に固体潤滑剤としてポリテトラフルオロエチレン（以下、「ＰＴＦ
Ｅ」と称する）と吸油性を有する無機化合物とを含有させた摺動用樹脂組成物に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種合成樹脂に固体潤滑剤としてＰＴＦＥを含有させた摺動用樹脂組成物が用い
られている。この種の摺動用樹脂組成物においては、各種合成樹脂にＰＴＦＥだけでなく
、さらにリン酸塩を含有させたものが提案されている。ＰＴＦＥとリン酸塩とを含有した
摺動用樹脂組成物を用いると、摺動時にリン酸塩が相手材の表面へのＰＴＦＥの移着を助
長し、相手材の表面にＰＴＦＥの移着膜が形成され、樹脂摺動部材の無給油潤滑下での摺
動特性が向上するものである。
【０００３】
　例えば、特許第２７７７７２４号公報（特許文献１）に開示される技術では、ＰＴＦＥ
の移着膜を形成する機能がある無機化合物としてリン酸カルシウム、リン酸マグネシウム
、リン酸バリウム、リン酸リチウムを挙げているが、近年、これら以外にも第三リン酸リ
チウム、第三リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム又は無水物、リン酸水素マグネシ
ウム又は無水物、ピロリン酸リチウム、ピロリン酸カルシウム、ピロリン酸マグネシウム
、メタリン酸リチウム、メタリン酸カルシウム、メタリン酸マグネシウム、炭酸リチウム
、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、硫酸カルシ
ウム、硫酸バリウム等が知られている。
【０００４】
　また、特開平９－１３６９８７号公報（特許文献２）や特開２００４－８３６４０号公
報（特許文献３）に開示される技術では、炭酸カルシウムを多孔質構造体にすることで、
摺動用樹脂組成物に液体（例えば、潤滑油）の吸収性、保持性等の機能を付加させている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第２７７７７２４号公報
【特許文献２】特開平９－１３６９８７号公報
【特許文献３】特開２００４－８３６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のように合成樹脂にＰＴＦＥと無機化合物とを均一に分散さ
せた樹脂組成物を用いても、装置の起動時など潤滑油の乏しい条件下では、ＰＴＦＥが合
成樹脂に相溶することなく、摺動面において粒状に分散し、且つＰＴＦＥが撥油性を有す
るため、樹脂組成物中のＰＴＦＥの粒表面上で撥油された潤滑油が摺動面から排出され易
く、樹脂組成物が焼付きに至る場合があった。また、特許文献２，３のように潤滑油を吸
収する多孔質体を均一に分散させた樹脂組成物を用いても、無機化合物自身の摺動特性が
劣るため、樹脂組成物が焼付きに至る場合があった。本発明は、上記した事情に鑑みなさ
れたものであり、その目的とするところは、潤滑油が乏しい条件下でもＰＴＦＥの撥油性
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を緩和し、潤滑油の摺動面からの排出を防ぐことで、焼付き難い摺動用樹脂組成物を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、請求項１に係る発明においては、合成樹脂に固体潤滑
剤としてＰＴＦＥと吸油性を有する無機化合物とを含有させた摺動用樹脂組成物において
、合成樹脂には、ＰＴＦＥを粒状で分散させ、ＰＴＦＥの粒表面には、吸油性を有する無
機化合物を埋収させ、前記吸油性を有する無機化合物は、吸油量が１５０ｍｌ／１００ｇ
以上の多孔質構造体であり、その成分としてリン酸カルシウム、リン酸バリウム、リン酸
マグネシウム、リン酸リチウム、第三リン酸リチウム、第三リン酸カルシウム、リン酸水
素カルシウム又は無水物、リン酸水素マグネシウム又は無水物、ピロリン酸リチウム、ピ
ロリン酸カルシウム、ピロリン酸マグネシウム、メタリン酸リチウム、メタリン酸カルシ
ウム、メタリン酸マグネシウム、炭酸リチウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭
酸ストロンチウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機化合物のうち
いずれか一種以上、若しくはそれらの複合体であることを特徴とする。
【０００８】
　なお、本発明におけるＰＴＦＥの粒表面に吸油性（潤滑油の吸収性）を有する無機化合
物が埋収した状態とは、無機化合物の粒子の全体がＰＴＦＥの粒表面に完全に埋没した状
態に限定されず、無機化合物の粒子の一部がＰＴＦＥの粒表面に埋収した状態、いわゆる
付着した状態が含まれる。
【０００９】
　また、本発明における合成樹脂としては、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリベンゾ
イミダゾール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェ
ニレンサルフィド、ポリアミド、ポリアセタール等の一般的な合成樹脂を用いることがで
きる。合成樹脂の種類は、ＰＴＦＥの撥油性を緩和する効果には直接は関係しないので任
意の合成樹脂を用いることができるが、特に、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリベン
ゾイミダゾール等の合成樹脂は、耐熱性や強度が高く、高負荷条件で使用される摺動用樹
脂組成物に好適である。なお、摺動用樹脂組成物に対するＰＴＦＥの含有量は３０～５０
質量％、吸油性を有する無機化合物の含有量は５～２０質量％が望ましいが、摺動条件や
無機化合物の種類により含有量を調整することができる。
【００１０】
　また、本発明におけるＰＴＦＥとしては、懸濁重合によるモールディングパウダーを用
いることが好適である。懸濁重合によるモールディングパウダーを用いると、外力（機械
的な力）により吸油性を有する無機化合物の粒子をＰＴＦＥの粒表面に押圧して埋収させ
ることができ、且つ、外力によりＰＴＦＥの粒子が変形（燐片状化）することなく、無機
化合物を埋収したＰＴＦＥの粒子のアスペクト比（ＰＴＦＥの粒子の長径長／ＰＴＦＥの
粒子の短径長）を１．５未満とすることができる。このため、合成樹脂中にＰＴＦＥの粒
子を分散させ易い。
【００１１】
　また、本発明における吸油性を有する無機化合物としては、吸油量が１５０ｍｌ／１０
０ｇ以上の多孔質構造体であり、その成分としてリン酸カルシウム、リン酸バリウム、リ
ン酸マグネシウム、リン酸リチウム、第三リン酸リチウム、第三リン酸カルシウム、リン
酸水素カルシウム又は無水物、リン酸水素マグネシウム又は無水物、ピロリン酸リチウム
、ピロリン酸カルシウム、ピロリン酸マグネシウム、メタリン酸リチウム、メタリン酸カ
ルシウム、メタリン酸マグネシウム、炭酸リチウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム
、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機化合物の
うちいずれか一種以上、若しくはそれらの複合体を用いることができる。また、吸油性を
有する無機化合物は、花弁状多孔質構造であることがより望ましい。花弁状多孔質構造の
無機化合物は市販されており、花弁状多孔質構造については特許文献３にも記載されてい
るために詳細な説明は省略するが、花弁状多孔質構造にすることで、無機化合物の比表面
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積を増やし、吸油性を高めることが可能である。
【００１２】
　また、本発明の摺動用樹脂組成物は、各種金属の基材の表面に層状に被覆した形態の摺
動部材に用いてもよいし、各種金属基材に多孔質金属焼結層を形成し、その多孔質金属焼
結層に摺動用樹脂組成物を含浸被覆した形態の摺動部材に用いることもできる。
【００１３】
　請求項２に係る発明においては、請求項１記載の摺動用樹脂組成物において、ＰＴＦＥ
の粒表面における吸油性を有する無機化合物の面積率は、５～３０％の範囲であることを
特徴とする。
【００１４】
　請求項３に係る発明においては、請求項１又は請求項２記載の摺動用樹脂組成物におい
て、吸油性を有する無機化合物の平均粒径は、ＰＴＦＥの平均粒径の１／３以下であるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に係る発明においては、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の摺動用樹脂
組成物において、合成樹脂には、さらに固体潤滑剤として二硫化モリブデン、二硫化タン
グステン、黒鉛のいずれか一種以上を含有させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明においては、合成樹脂の摩擦摩耗特性の改善効果や相手軸表面への
ＰＴＦＥの移着膜の形成を目的として、合成樹脂にＰＴＦＥを添加している。しかしなが
ら、特に摺動速度が速く、潤滑油が乏しい条件下では、樹脂組成物中のＰＴＦＥが撥油性
を有しているため、相手軸の回転力によりＰＴＦＥの粒表面上で撥油された潤滑油が容易
に摺動面から排出されてしまい、樹脂組成物が焼付きに至り易い。これに対し、本発明で
は、ＰＴＦＥの粒表面に吸油性を有する無機化合物が埋収した状態にあるので、ＰＴＦＥ
の粒表面上でも吸油性を有する無機化合物が潤滑油を吸収・保持し、摺動面におけるＰＴ
ＦＥの撥油性を緩和することができる。このため、摺動面からの潤滑油の排出を防ぐこと
ができ、樹脂組成物が焼付きに至り難くなる。
【００１７】
　一方、特許文献１のように合成樹脂からなるバインダー樹脂中にＰＴＦＥの粒子と無機
化合物とを均一に分散させた樹脂組成物において、無機化合物として特許文献２，３のよ
うに吸油性を有する多孔質構造のものを用いても、摺動面におけるＰＴＦＥの粒子の撥油
性が緩和することなく、相手軸の回転力によりＰＴＦＥの粒表面上で撥油された潤滑油が
容易に摺動面から排出されるため、焼付きに至り易い。
【００１８】
　また、請求項２に係る発明のように、ＰＴＦＥの粒表面における吸油性を有する無機化
合物の面積率を５～３０％の範囲とすることが好ましい。吸油性を有する無機化合物の面
積率が５％未満であると、無機化合物の量が少な過ぎるため、ＰＴＦＥの撥油性を緩和す
る効果が十分に得られない。一方、吸油性を有する無機化合物の面積率が３０％を超える
と、粒表面におけるＰＴＦＥの量が少な過ぎるため、ＰＴＦＥの摺動特性を阻害してしま
う。
【００１９】
　また、本発明の摺動用樹脂組成物は、予め、外力（機械的な力）により吸油性を有する
無機化合物の粒子をＰＴＦＥの粒表面に押圧して埋収させるものであるが、請求項３に係
る発明のように、無機化合物の平均粒径をＰＴＦＥの平均粒径の１／３以下とすることが
好ましい。このように、ＰＴＦＥの粒径に比して無機化合物の粒径が小さいほど、ＰＴＦ
Ｅの粒表面に無機化合物を埋収させ易い。一方、粒径比が１／３を超えると、無機化合物
がＰＴＦＥの粒表面に不均一に偏って存在してしまう。
【００２０】
　また、請求項４に係る発明のように、合成樹脂にさらに固体潤滑剤として二硫化モリブ
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デン、二硫化タングステン、黒鉛のいずれか一種以上を含有させることにより、樹脂摺動
部材の摺動特性を高めることができる。これらの固体潤滑剤は、樹脂摺動部材が用いられ
る摺動条件により含有量を調整すればよく、具体的には摺動用樹脂組成物に１～６０質量
％含有させればよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ＰＴＦＥの粒表面に吸油性を有する無機化合物を埋収させた場合における樹脂組
成物を示す模式図である。
【図２】ＰＴＦＥの粒表面に吸油性を有する無機化合物を埋収させない場合における樹脂
組成物を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図１を参照して、合成樹脂２としてポリアミドイミド（以下、ＰＡＩと称する）
を使用し、ＰＴＦＥ３の粒子面に埋収される無機化合物４として、炭酸カルシウムとリン
酸カルシウムの複合体で、花弁状多孔質構造を有する丸尾カルシウム社製「ポロネックス
（商品名）」（以下、ＣａＣＯ3花弁状多孔質体という）を使用した本実施形態に係る樹
脂組成物１について説明する。ＰＴＦＥ３は、懸濁重合により製造されたモールディング
パウダーであり、三井デュポン社製「テフロン７Ａ－Ｊ（商品名）」「テフロンＭＰ－１
３００（商品名）」、旭硝子社製「フルオンＧ１９０（商品名）」等を用いることができ
る。また、図１に示すように、ＰＴＦＥ３の粒表面には、無機化合物４であるＣａＣＯ3

花弁状多孔質体が埋収しており、そのＰＴＦＥ３が合成樹脂２中に分散している。なお、
図１においては、樹脂組成物１の断面を示しているが、樹脂摺動部材を作成した際の摺動
面においても、樹脂組成物１の断面と同様の組織が現れる。
【００２３】
　本実施形態では、一般的なロールミル混練機を用い、予め、平均粒径３０μｍのＰＴＦ
Ｅ３（三井デュポン社製「テフロン７Ａ－Ｊ（商品名）」）の粒表面に平均粒径５μｍの
無機化合物４であるＣａＣＯ3花弁状多孔質体を埋収させた。具体的には、回転方向が異
なる２本のロール間をＰＴＦＥ３及び無機化合物４の粒子が通過するとき、外力（ロール
間の押圧力とロール表面間の剪断力）で、ＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４の粒子を押
圧して埋収させるものである。
【００２４】
　なお、本発明者が確認したところ、ＰＴＦＥ３の粒表面に各種無機化合物４の粒子を埋
収させ、且つ、ＰＴＦＥ３の粒子の燐片状化をも防ぐことが可能であったのは、ＰＴＦＥ
３として懸濁重合により製造されたモールディングパウダーを用い、且つ、ロールミル混
練機のような回転するロール間に試料を通すタイプの混合、混練方法の組合せによっての
みであった。この組合せで得られる表面に無機化合物４を埋収したＰＴＦＥ３の粒子は、
アスペクト比が１．５未満であり、合成樹脂２中に均一に分散させることができた。
【００２５】
　一方、ＰＴＦＥとして懸濁重合により製造されたモールディングパウダー（三井デュポ
ン社製「テフロン７Ａ－Ｊ（商品名）」、平均粒径３０μｍ）を用い、且つ、他の一般的
な混合、混練方法として攪拌回転羽根によるミキサータイプや、高速で試料粉同士を衝突
させるジェットミルタイプを組合せた場合、ＰＴＦＥの粒表面に無機化合物を埋収させる
ことができなかった。また、ボールミルタイプの混合、混練方法を組合せた場合、ＰＴＦ
Ｅの粒表面に無機化合物が埋収はするが、ＰＴＦＥの粒子同士が結着し造粒され粗大化し
てしまい、後工程で合成樹脂中に分散させることが困難であった。
【００２６】
　また、ＰＴＦＥとして乳化重合により製造されたファインパウダー（三井デュポン社製
「ＭＰ１５００－Ｊ（商品名）」、平均粒径２０μｍ）を用い、且つ、ロールミル混練機
のような回転するロール間に試料を通すタイプの混合、混練方法を組合せた場合、ＰＴＦ
Ｅの粒表面が柔らかく、無機化合物を埋収させることは容易であるが、混合、混練の外力
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によりＰＴＦＥが繊維化しやすく、ＰＴＦＥの粒子が燐片状になり易い。そして、合成樹
脂中に燐片状のＰＴＦＥの粒子が分散した樹脂組成物であると、その樹脂組成物を金属基
材に被覆して摺動部材を作成したときに、燐片状のＰＴＦＥの粒子が被覆面（摺動面）に
対して平行に配置するようになるため、摺動部材の強度が大きく低下してしまう。また、
金属基材の表面に多孔質金属焼結層を形成し、この多孔質金属焼結層に樹脂組成物を含浸
させる場合には、多孔質金属焼結層の中に燐片状のＰＴＦＥの粒子が侵入し難く、樹脂組
成物の含浸、被覆が困難となる。
【００２７】
　また、ＰＴＦＥの粒子に熱処理をした焼成ＰＴＦＥ（喜多村社製　「ＫＴ－４００Ｍ（
商品名）」、平均粒径３３μｍ）を用いた場合、ＰＴＦＥの粒表面が硬く、無機化合物を
埋収させ難い。
【００２８】
　上記のように予め無機化合物４を埋収させたＰＴＦＥ３の粒子と、ＰＡＩと、を有機溶
剤で希釈し、その塗料状態の樹脂組成物１を金属基材の表面に被覆した後、溶剤の乾燥加
熱、樹脂組成物１の焼成加熱を施すことで、樹脂摺動部材を得ることができる。なお、本
実施形態では、予めＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４を埋収させる方法を示したが、こ
れに限定されない。例えば、合成樹脂２とＰＴＦＥ３と無機化合物４とを有機溶剤で希釈
した塗料をロール混合、混練機で処理して、ＰＴＦＥ３の粒表面への無機化合物４の埋収
と、合成樹脂２とＰＴＦＥ３の粒子との混合と、を同時に行なってもよい。
【００２９】
　無機化合物４を埋収させたＰＴＦＥ３の粒子は、ＰＴＦＥ３の粒表面における無機化合
物４の面積率が５％以上から３０％以下の範囲であることが好ましい。無機化合物４の面
積率が５％未満であると、無機化合物４の量が少な過ぎるため、ＰＴＦＥ３の撥油性を緩
和する効果が十分に得られない。一方、無機化合物４の面積率が３０％を超えると、粒表
面におけるＰＴＦＥ３の量が少な過ぎるため、ＰＴＦＥ３の摺動特性を阻害してしまう。
【００３０】
　なお、摺動用樹脂組成物１において、含有する無機化合物４の全てがＰＴＦＥ３の粒表
面に埋収されている必要はなく、一部は単独で合成樹脂２中に分散していてもよい。また
、摺動用樹脂組成物１において、全てのＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４が埋収されて
いる状態が最も望ましく、ＰＴＦＥ３の粒子と無機化合物４の混合、混練する時間を長く
すれば成しえるが、生産性が低くなる。ＰＴＦＥ３の粒子と無機化合物４の混合、混練す
る時間を短時間にして生産性を高める場合には、一部のＰＴＦＥ３の粒子には表面に無機
化合物４が埋収されていなくてもよい。具体的には、樹脂組成物１に含有するＰＴＦＥ３
のうち、少なくとも５０％を超えるＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４が埋収されていれ
ば、ＰＴＦＥ３の撥油性を緩和できることを本発明者は確認している。
【００３１】
　無機化合物４の平均粒径は、ＰＴＦＥ３の平均粒径の１／３以下であることが好ましい
。このように、ＰＴＦＥ３の粒径に比して無機化合物４の粒径が小さいほど、ＰＴＦＥ３
の粒表面に無機化合物４を埋収させ易い。一方、粒径比が１／３を超えると、無機化合物
４がＰＴＦＥ３の粒表面に不均一に偏って存在してしまう。
【００３２】
　なお、合成樹脂２としては、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリベンゾイミダゾール
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンサルフ
ィド、ポリアミド、ポリアセタール等の一般的な合成樹脂２を用いることができる。合成
樹脂２の種類は、ＰＴＦＥ３の撥油性を緩和する効果には直接は関係しないので任意の合
成樹脂２を用いることができる。特に、装置の起動時に潤滑油が摺動面に乏しい環境では
、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリベンゾイミダゾール等の合成樹脂２が、耐熱性や
強度が高く、樹脂組成物１に好適である。また、樹脂組成物１に対するＰＴＦＥ３の含有
量は３０～５０質量％、無機化合物４の含有量は５～２０質量％が望ましいが、摺動条件
や無機化合物４の種類により含有量を調整することができる。
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【００３３】
　また、無機化合物４としては、本実施形態に示したＣａＣＯ3花弁状多孔質体に限定さ
れず、吸油量が１５０ｍｌ／１００ｇ以上の多孔質構造体であり、その成分としてリン酸
バリウム、リン酸マグネシウム、リン酸カルシウム、リン酸リチウム、第三リン酸リチウ
ム、第三リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム又は無水物、リン酸水素マグネシウム
又は無水物、ピロリン酸リチウム、ピロリン酸カルシウム、ピロリン酸マグネシウム、メ
タリン酸リチウム、メタリン酸カルシウム、メタリン酸マグネシウム、炭酸リチウム、炭
酸マグネシウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム等
の無機化合物のうちいずれか一種以上、若しくはそれらの複合体を用いることができる。
また、無機化合物４は、花弁状多孔質構造であることがより望ましい。
【００３４】
　また、樹脂組成物１には、さらに固体潤滑剤として二硫化モリブデン、二硫化タングス
テン、黒鉛のいずれか一種以上を含有させてもよい。これらの固体潤滑剤の粒子を合成樹
脂２中に分散させることで、樹脂組成物１の摺動特性を高めることができる。なお、これ
らの固体潤滑剤は、樹脂組成物１が用いられる摺動条件により含有量を調整すればよく、
具体的には樹脂組成物１に１～６０質量％含有させればよい。
【００３５】
　次に、本実施形態に係る樹脂組成物１を用いた実施例１～５と比較例１～４について、
リングオンディスク摺動試験を行った。比較例１～４及び実施例１～５の樹脂組成物１の
組成を表１に示す。比較例及び実施例の全ての合成樹脂２には、ＰＡＩ、ＰＴＦＥ３には
懸濁重合により製造された平均粒径が３０μｍのモールディングパウダーを用いた。また
、比較例１の無機化合物４には、吸油性のない（吸油量が２８ｍｌ／１００ｇと少なく、
十分な吸油性を有さない）重質炭酸カルシウムである丸尾カルシウム社製「スーパーＳＳ
Ｓ（商品名）」（以下、ＣａＣＯ3という）を用いたのに対し、比較例２～４及び実施例
１～５の無機化合物４には、吸油性を有する（吸油量が１５０ｍｌ／１００ｇ）ＣａＣＯ

3花弁状多孔質体（丸尾カルシウム社製「ポロネックス（商品名）」）を用いた。さらに
、実施例２の固体潤滑剤には、二硫化モリブデンを用いた。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
　比較例１及び実施例１～５では、予め、ロール混練機によりＣａＣＯ3又はＣａＣＯ3花
弁状多孔質体の粒子を全てのＰＴＦＥ３の粒表面に、ＰＴＦＥ３の粒表面における無機化
合物４の面積率が２５％となるように埋収した。なお、ＰＴＦＥ３の粒表面における無機
化合物４であるＣａＣＯ3及びＣａＣＯ3花弁状多孔質体の面積率は、ＥＰＭＡ装置により
倍率２０００倍の組成像を撮影し、その撮影画像を一般的な画像解析システムを用いた処
理をしてＰＴＦＥ３と無機化合物４の面積の比を算出させることにより測定することがで
きる。
【００３８】
　また、比較例１及び実施例１～５では、予めＰＴＦＥ３の粒表面にＣａＣＯ3又はＣａ
ＣＯ3花弁状多孔質体の粒子を埋収させた、表１に示す組成の樹脂組成物１を有機溶剤で
希釈し、一般的な撹拌混合機（ミキサータイプ）で混合した塗料状態にし、それを金属基
材の表面に被覆した後、有機溶剤の乾燥加熱、樹脂組成物１の焼成加熱を施した。なお、
金属基材には、予め別に準備した、鋼裏金層と多孔質金属層とからなる金属基材を用い、
樹脂組成物１を多孔質金属層側に含浸、被覆し、リングオンディスク摺動試験用の試料を
作成した。
【００３９】
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　比較例２～４では、実施例１～５と同一の合成樹脂２、ＰＴＦＥ３、無機化合物４を用
いたが、ＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４のＣａＣＯ3花弁状多孔質体を埋収させてい
ない点が実施例１と異なっている。すなわち、比較例２～４では、予めＰＴＦＥ３の粒表
面にＣａＣＯ3花弁状多孔質体の粒子を埋収させることなく、表１に示す組成の樹脂組成
物１を有機溶剤で希釈し、一般的な撹拌混合機（ミキサータイプ）で混合した塗料状態と
した。摺動試験用の試料の形態、作成方法は、比較例１及び実施例１～５と同じである。
【００４０】
　リングオンディスク摺動試験の試験条件を表２に示す。摺動試験を開始し、なじみ運転
した後、オイルバスから潤滑油を強制的に抜き取ると、摺動面に潤滑油が保持されている
間には摩擦係数がなじみ運転時と同等の値を示すが、摺動面から潤滑油が排出されると、
摩擦係数が一気に上昇し、摩擦熱が発生することにより樹脂組成物１が焼付きに至る。こ
のため、摺動試験は、オイルバスから潤滑油を強制的に抜き取ってから樹脂組成物１が焼
付くまでの時間の長さで評価した。その結果を表１に示す。なお、樹脂組成物１が焼付き
に至ったか否かの判断は、試料の摺動面の裏側が１９０℃に達したときを基準とした。
【００４１】
【表２】

【００４２】
　比較例１及び実施例１では、無機化合物４の吸油性の違いによる樹脂組成物１が焼付く
までの時間の違いを確認した。比較例１及び実施例１では、樹脂組成物１の組成比が同一
であり、且つ無機化合物４を表面に埋収したＰＴＦＥ３の粒子がＰＡＩ（合成樹脂２）中
に分散された同一の状態である。樹脂組成物１が焼付くまでの時間は、比較例１では５分
であるのに対し、実施例１では１８分であった。これは、比較例１において、オイルバス
から潤滑油を強制的に抜き取ると、吸油性がないＣａＣＯ3では潤滑油の吸収・保持効果
が小さ過ぎるため、ＰＴＦＥ３の撥油性を緩和することができず、その結果、摺動面から
潤滑油が排出されることで、樹脂組成物１が短時間で焼付きに至ったと考えられる。一方
、吸油性を有するＣａＣＯ3花弁状多孔質体を含む実施例１では、ＰＴＦＥ３の粒表面上
のＣａＣＯ3花弁状多孔質体が潤滑油を十分に保持し、ＰＴＦＥ３の撥油性を緩和してい
る。このため、摺動面から潤滑油が排出され難く、樹脂組成物１が焼付くまでの時間が比
較例１よりも長くなったと考えられる。
【００４３】
　そして、比較例２～４及び実施例１では、ＰＴＦＥ３の粒表面への無機化合物４の埋収
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の有無による違いを確認した。樹脂組成物１が焼付くまでの時間は、比較例２～４では４
～７分であるのに対し、実施例１では１８分であった。これは、実施例１の樹脂組成物１
が、図１に示すように、吸油性を有するＣａＣＯ3花弁状多孔質体（無機化合物４）を表
面に埋収したＰＴＦＥ３の粒子がＰＡＩ（合成樹脂２）中に分散された状態にあり、ＰＴ
ＦＥ３の粒表面上のＣａＣＯ3花弁状多孔質体が潤滑油を十分に保持し、ＰＴＦＥ３の撥
油性を緩和している。このため、摺動面から潤滑油が排出され難く、樹脂組成物１が焼付
くまでの時間が比較例２～４よりも長くなったと考えられる。
【００４４】
　これに対し、比較例２～４の樹脂組成物１は、ＣａＣＯ3花弁状多孔質体の含有量に関
わらず、図２に示すように、ポリアミドイミド（合成樹脂２）中にＰＴＦＥ３の粒子とＣ
ａＣＯ3花弁状多孔質体（無機化合物４）とが独立して分散した状態にあり、ＰＴＦＥ３
の撥油性が緩和されていない。このため、摺動面から潤滑油が排出され易い状態にあり、
樹脂組成物１が短時間で焼付きに至ったと考えられる。
【００４５】
　また、実施例２の樹脂組成物１は、実施例１の組成に、さらに固体潤滑剤として二硫化
モリブデンを含有させたものである。固体潤滑剤を含有させた場合であっても、実施例１
と同じくＰＴＦＥ３の粒表面上でＣａＣＯ3花弁状多孔質体が潤滑油を保持することによ
りＰＴＦＥ３の撥油性を緩和する効果が得られ、さらに固体潤滑剤が合成樹脂２の摩擦特
性を改善するため、樹脂組成物１が焼付くまでの時間が実施例１よりも長くなったと考え
られる。
【００４６】
　また、実施例３～５の樹脂組成物１は、実施例１の組成比、すなわちＰＡＩ（合成樹脂
２）へのＰＴＦＥ３及び無機化合物４の含有量を変化させたものである。このように、、
実施例１と樹脂組成物１の組成物が同一であれば、樹脂組成物１中におけるＰＴＦＥ３の
含有量を３０～５０質量％、無機化合物４の含有量を５～２０質量％の範囲で組成した場
合であっても、ＰＴＦＥ３の粒表面上でＣａＣＯ3花弁状多孔質体が潤滑油を保持するこ
とによりＰＴＦＥ３の撥油性を緩和する効果が得られるため、ＰＴＦＥ３の粒表面に無機
化合物４を埋収させない比較例２～４と比べて、樹脂組成物１が焼付くまでの時間が長く
なったと考えられる。
【００４７】
　なお、本実施形態では、一例として表１に示す組成の樹脂組成物１を用い、摺動試験の
評価によりその効果を示したが、本発明の樹脂組成物１の組成はこれに限定されない。す
なわち、樹脂組成部材が用いられる摺動部の使用環境、摺動条件に合わせて適宜、樹脂組
成物１の組成を調整することができる。本発明者は、樹脂組成物１中におけるＰＴＦＥ３
の含有量を３０～５０質量％、無機化合物４の含有量を５～２０質量％の範囲で組成する
ことにより、樹脂組成物１が同一の組成であれば、ＰＴＦＥ３の粒表面に無機化合物４を
埋収させた場合には、埋収させてない場合と比べて樹脂組成物１が焼付くまでの時間が長
くなることを確認している。また、本発明者は、樹脂組成物１を構成する合成樹脂２が本
実施形態で用いたＰＡＩに限定されず、他の種類の合成樹脂２を用いても、本発明の効果
が得られることを確認している。
【００４８】
　本実施形態に係る樹脂組成物1は、潤滑油の粘度が低い条件や潤滑油が希釈される環境
となる各種産業の潤滑装置用の摺動部材に用いることができる。例えば、軽油で潤滑させ
る燃料噴射装置や塩素を含まないハイドロフルオロカーボン系の冷媒や自然冷媒で潤滑油
が希釈される圧縮機の摺動部材等にも用いることができる。また、高負荷時に摺動面から
潤滑油やグリースがしぼり出される条件や装置の起動時や停止時に摺動面に供給される潤
滑油の量が乏しい環境となる各種産業の潤滑装置用の摺動部材にも用いることができる。
例えば、高面圧条件下で用いられるラック・アンド・ピニオン式ステアリング装置や機構
上、給油の遅れが生じるギアポンプの摺動部材等にも用いることができる。
【符号の説明】
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【００４９】
１　樹脂組成物
２　合成樹脂
３　ＰＴＦＥ
４　無機化合物

【図１】

【図２】
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